
政

令

平成™�年�月˜˜日 水曜日 (号外第˜™ 号)官 報

十
四

第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
特
定
障
害
者
に
対
す
る
特
別
障
害
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
附
則

第
三
条
の
二

特
定
障
害
者
に
対
す
る
特
別
障
害
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
第
二
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て

読
み
替
え
て
準
用
す
る
国
民
年
金
法
第
九
十
七
条
第
一
項

十
五

第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
平
成
二
十
五
年
厚
生
年
金
等
改
正
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
改
正

後
平
成
二
十
五
年
厚
生
年
金
等
改
正
法
」
と
い
う
。）附
則
第
十
六
条
の
二

平
成
二
十
五
年
厚
生
年
金
等
改
正
法

附
則
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号

十
六

改
正
後
平
成
二
十
五
年
厚
生
年
金
等
改
正
法
附
則
第
八
十
二
条
の
二
第
一
項

平
成
二
十
五
年
厚
生
年
金
等

改
正
法
附
則
第
八
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
平
成
二
十
五
年
厚
生
年
金
等
改
正
法
第

一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
厚
生
年
金
保
険
法
第
八
十
七
条
第
一
項

十
七

改
正
後
平
成
二
十
五
年
厚
生
年
金
等
改
正
法
附
則
第
八
十
二
条
の
二
第
二
項

平
成
二
十
五
年
厚
生
年
金
等

改
正
法
附
則
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
ら
れ
た
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る

も
の
と
さ
れ
た
平
成
二
十
五
年
厚
生
年
金
等
改
正
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
確
定
給
付
企
業
年
金
法

（
平
成
十
三
年
法
律
第
五
十
号
）
第
百
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
平
成
二
十
五
年
厚

生
年
金
等
改
正
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
厚
生
年
金
保
険
法
第
八
十
七
条
第
一
項

十
八

改
正
後
平
成
二
十
五
年
厚
生
年
金
等
改
正
法
附
則
第
八
十
二
条
の
二
第
三
項

平
成
二
十
五
年
厚
生
年
金
等

改
正
法
附
則
第
六
十
一
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
平

成
二
十
五
年
厚
生
年
金
等
改
正
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
厚
生
年
金
保
険
法
第
百
六
十
四
条
第
二
項
に

お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
平
成
二
十
五
年
厚
生
年
金
等
改
正
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
厚
生
年
金

保
険
法
第
八
十
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同
条
第
一
項

（
厚
生
労
働
省
設
置
法
の
一
部
改
正
）

第
十
八
条

厚
生
労
働
省
設
置
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
一
項
第
四
号
中
「
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
七
十
七
号
）」の
下
に
「
、
厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九

年
法
律
第
百
十
五
号
）、
国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）」を
加
え
、「
及
び
日
本
年
金
機
構
法

（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
九
号
）」を
「
、
日
本
年
金
機
構
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
九
号
）
及
び
厚
生
年
金
保
険

の
保
険
給
付
及
び
保
険
料
の
納
付
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）」に
改
め
る
。

（
そ
の
他
の
経
過
措
置
の
政
令
へ
の
委
任
）

第
十
九
条

こ
の
附
則
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
必
要
な
経
過
措
置
は
、政
令
で
定
め
る
。

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

総
務
大
臣

新
藤

義
孝

財
務
大
臣

麻
生

太
郎

文
部
科
学
大
臣

下
村

博
文

厚
生
労
働
大
臣

田
村

憲
久

農
林
水
産
大
臣

林

芳
正

消
防
団
を
中
核
と
し
た
地
域
防
災
力
の
充
実
強
化
に
関
す
る
法
律
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
国
家
公
務
員
の
消

防
団
員
と
の
兼
職
等
に
係
る
職
務
専
念
義
務
の
免
除
に
関
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
二
十
六
年
六
月
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

政
令
第
二
百
六
号

消
防
団
を
中
核
と
し
た
地
域
防
災
力
の
充
実
強
化
に
関
す
る
法
律
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
国
家
公
務
員

の
消
防
団
員
と
の
兼
職
等
に
係
る
職
務
専
念
義
務
の
免
除
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
百
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令

を
制
定
す
る
。

１

消
防
団
を
中
核
と
し
た
地
域
防
災
力
の
充
実
強
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
非
常
勤
の
消
防
団
員
と
兼
職
す
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
た
一
般
職
の
国
家
公
務
員
並
び
に
一
般
職

の
国
家
公
務
員
の
う
ち
非
常
勤
の
消
防
団
員
と
兼
職
す
る
非
常
勤
職
員
（
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
五
第
一
項

に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
官
職
を
占
め
る
職
員
を
除
く
。）及
び
臨
時
的
職
員
は
、
内
閣
官
房
令
・
総
務
省
令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
所
轄
庁
の
長
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
二

項
に
規
定
す
る
特
定
独
立
行
政
法
人
の
職
員
に
あ
っ
て
は
、
当
該
職
員
の
勤
務
す
る
特
定
独
立
行
政
法
人
の
長
。
次

項
に
お
い
て
同
じ
。）の
承
認
を
受
け
て
、
消
防
団
員
と
し
て
の
活
動
を
行
う
た
め
に
そ
の
割
り
振
ら
れ
た
正
規
の
勤

務
時
間
の
一
部
を
割
く
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
承
認
の
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
所
轄
庁
の
長
は
、
公
務
の
運
営
に
支
障
が
あ
る
場
合
を
除
き
、

こ
れ
を
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
消
防
団
を
中
核
と
し
た
地
域
防
災
力
の
充
実
強
化
に
関
す
る
法
律
附
則
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施

行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

総
務
大
臣

新
藤

義
孝

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

特
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
二
十
六
年
六
月
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

政
令
第
二
百
七
号

特
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令

内
閣
は
、
特
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
三
十
六
号
）
附
則
第
一
条
第
二
号
の
規
定

に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

特
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
期
日
は
、
平
成
二
十
六
年
八
月
一

日
と
す
る
。

経
済
産
業
大
臣

茂
木

敏
充

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
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